
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

一

二

六

号

府
省
庁
に
よ
る
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
及
び
天
下
り
の
規
模
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

塩

川

鉄

也
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府
省
庁
に
よ
る
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
及
び
天
下
り
の
規
模
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

人
事
院
の
承
認
に
か
か
る
国
家
公
務
員
及
び
防
衛
省
（
自
衛
隊
を
含
む
）
幹
部
職
員
の
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
者
に
つ
い

て
、
過
去
十
年
間
に
同
一
の
営
利
企
業
（
同
一
企
業
グ
ル
ー
プ
を
含
む
）
に
複
数
の
再
就
職
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
営
利
企

業
ご
と
に
、
そ
の
各
再
就
職
者
に
つ
い
て
、
再
就
職
の
年
月
日
、
最
終
官
職
（
省
庁
名
を
含
む
）
及
び
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ

せ
ん
の
有
無
を
示
さ
れ
た
い
。

二

営
利
企
業
に
再
就
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
政
府
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
確
認
で
き
な
か
っ
た

再
就
職
者
は
、
「
天
下
り
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

鳩
山
由
紀
夫
首
相
は
、
今
年
五
月
二
十
七
日
の
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
に
お
い
て
、
「
四
千
五
百
の
天
下
り

団
体
に
二
万
五
千
人
の
天
下
っ
た
方
々
が
お
ら
れ
て
、
そ
こ
に
で
す
よ
、
国
の
予
算
が
ど
の
く
ら
い
出
て
い
る
と
思
い
ま

す
、
十
二
兆
一
千
億
円
の
お
金
が
そ
こ
に
流
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
定
義
に
基
づ
く

場
合
、
天
下
り
の
規
模
（
天
下
り
団
体
数
、
天
下
っ
た
人
数
、
天
下
り
団
体
に
流
れ
て
い
る
国
の
予
算
）
は
、
ど
の
程
度
の

も
の
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


